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はじめに 

 

 お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、伝統行事

や祝いの席、懇親の場などに欠かせないものであり、私たちの生活に、身近な

嗜好品として深く浸透しています。 

 その一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、さらに家族

への影響や、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の重大な社会問題を生じさせる危

険性が高いため、社会全体で不適切な飲酒の改善に取り組むことが求められて

います。 

 このため、本県では、「アルコール健康障害対策基本法」に基づき、国が平

成２８年５月に策定した「アルコール健康障害対策推進基本計画」を踏まえ、

本県の実情に即した「長崎県アルコール健康障害対策推進計画」を策定しまし

た。 

 本計画においては、アルコール健康障害の発生から進行、再発の各段階に応

じた防止対策を実施するとともに、アルコール健康障害を有している者、又は

有していた者とその家族を支援すること、さらに、アルコール健康障害による

飲酒運転等の社会的問題に関する施策との有機的な連携を図ることを基本理念

としています。 

 県としましては、市町、警察、民間団体等、関係機関と連携しながら取組を

進めてまいりますので、本計画の推進のために県民の皆様、及び本計画の推進

に関わる方々の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


